
、
消
火
器
の
実
験

）
 

て
い
る
こ
と
。
 

計
 
】
天
、

九
八
七
 

計 

バf
7

、
 

j
g

Z
 

老
齢

・
障
害

者
o
縁
子
（

の
福

昔
 

福
祉

年
金

1
1月
か
り

始

ま
プ9
 

一
火

災
季

に
備
え

て
 
一

一
 

消
火
器
の
手
入
れ
を
 
一
 

赤

い
羽

根
 

割
当
完
了
町
内
 

た
す
け
め
い
共
同
募
金
に
つ
い

て
は
町
内
部
落
ご
と
に
割
当
て

募
集
を
行
つ
て
い
る
が
一
．十
日

早
く
も
割
当
を
完
了
し
た
の
は

本
町
、
田
町
の
二
地
区
で
本
町

は
制
当
の
五
割
増
の
好
成
績
を

お
さ
め
た
。
 

六
、
粉
末
消
化
器
 

（
ド
ラ
イ
ケ
ミ
カ
ル
〕
 

農
業
委
員
会
 

一
1さ
い
。
1
 

一
 
台風
救
援
物
資
 

『
 

一
 

寅
n
 か
 
打
傍』●
』
 

h
ノ
ー
 

ハu
 

お
蔭
機
で
三
十
四
年
庭
は
合

‘
濃
稜
準
一
摺
”
叶
抑
琉
k
加
 
」

1
1
 
吐
灰
 

m薩
 
《
一
 

広
 

原
 

「
一〕
 
昭
和
三十
四
年
十
一
月
 

H
 

一
旧
現
在
夫
に
死
別
し
た
】
一
 

十
才
以
上
の
妻
で
義
務
教
育

終
了
前
の
子
の
生
計
を
維
持
 

年
金
額
廿
】
万
ニ
千
円
 

（
子
が二
人
以
上
あ
る
と
き
 

E
 

は
二
人
目
か
ら
二
千
四
百
円
 

り
協

祉
年

金
の
 

‘
裁
定
請
求
手
続
 

日
 

裁
定
請
求
書
に
戸
籍
の
抄
本
、
 

5
 
住
民
票
の
謄
本
、
そ
の
他
届
書
 

月
 

市
の
赤
宇
財
政
の
建
直
し
を
す
 

る
根
本
的
な
も
の
は
、
な
ん
と
 

如
何
に
よ
る
こ
と
は
今
更
云
う

ま
で
も
な
い
処
で
あ
り
ま
す
。
 

然
し
4
1ら
な
ぜ
赤
宇
が
生
じ
た
 

昭
 抄
雑
総
設
嫡
誌
吐
 

才
入
と
才
出
の
パ
ラ
ン
ス
が
と

れ
な
く
な
つ
で
、
初
め
て
赤
宇

と
云
う
も
の
が
生
れ
て
く
る
の

で
あ
り
ま
す
。
 

昔
基
赤
宇
が
出
れ
ば
、
ヤ
レ

税
、董
び

遜
加
と
い
つ
て
、
 

税
に
生
つ
セ
そ
の
赤
字
を
補

し
弧
き
ま
砂
だ
が
、
現
在
で

は
簡
議
だ
増
税
が
出
来
な
い
状

叱
血
苫
の
で
あ
り
ま
す
。
 

さ
 
い
 

O
福
祉
年
金
の
支
給
制
限
 

福
祉
年
金
は
次
の
よ
う
た
場
合

に
は
一
部
支
給
停
止
や
全
額
支

給
を
停
止
さ
れ
ま
す
。
 

①
本
人
及
び
配
偶
者
が
恩
給
や

厚
生
年
金
等
の
年
金
を
給
付

さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

③
本
人
の
前
年
の
所
得
が
十
三
 

従
来
療
養
費
の
支
給
は
直
営
病

院
、
診
療
所
及
び
協
定
医
以
外

の
病
院
、
医
院
，
診
療
所
等
で

治
療
し
た
患
者
の
場
合
申
請
書

明
細
書
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
新
法
施
行
以
降
 

（
一月
】
日
）
は
療
養
費
の
支
 
 傘

者
力
可
”h一
を
‘
I
 

る
と
‘ぐ
。
 

ソ
《
 

①
扶
養
義
務
者
が
前
年
の
所
得

に
つ
い
て
二
万
三
千
六
百
円

以
上
の
所
得
税
を
納
め
て
い

る
と
き
．
 

⑥

其
の
他
 

福
祉
年
金
の
裁
定
請
求
書
は
目

下
市
役
所
民
生
課
で
受
付
を
し

て
お
り
ま
す
か
ら
裁
定
請
求
用

紙
を
も
ら
つ
て
早
目
に
提
山
し

て
下
さ
い
。
 

裁
定
請
求
の
手
続
そ
の
他
に

つ
い
て
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
市
役
所
民
生
課
に
お
問
合
 

せ
下
さ
い
。
 

③
被
保
険
者

（
思者
〕
が
被
得

険
者
証

（
受診
証
〕
を
提
甲

し
な
い
で
療
養
取
扱
機
関
に

て
治
療
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
．
そ
の
被
保
険
者
証
の

提
出
し
な
か
つ
た
こ
と
か
緊

急
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
と
な
つ
て
い
る
が

右
の
場
合
で
も
理
由
を
記
し

た
申
請
書

（
保険
課
添
付
）
 

で
申
請
し
、
保
険
者
（
市
長
）
 

の
承
認
を
得
た
も
の
で
な
い

と
支
粉
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
申
請
承
認
を
何
時
願
出
る

の
か
、
こ
れ
か
ら
く
わ
し
く

記
し
ま
す
か
ら
知
つ
て
い
て

下
さ
い
。
 

の
の
場
合
は
、
旅
行
等
に
よ
る

場
合
と
解
さ
れ
る
か
ら
，
事

後
直
ち
に
申
請
承
認
を
得
る

こ
と
。
 
 

山
盛
取
扱
機
関
 

?
Aで
‘
な
い
 

（
か

・
 

】「
診
療
所
）
 

等
の
ソ
 
‘

け
た
い
と
き

で
左
・
 

」
前
（
事
後
は

認
め
ニ
h
 
い
）
に
申
誇
承
 

認
を
“"“
・
．
 ・」
。
 

⑧
の
場
合
，
」
、被
保
険
者
（
患

者
）
が
い
、泳
険
者
証
〔
受
診

証
）
シ
翼
！
し
な
い
こ
と
が

緊
急
や

J
 一何
な
い
と
き
の

場
台
で
ー
 
か
ら
、
道
路
上

等
で
不
時
の
怪
我
又
は
、
疾

病
に
か
か
つ
た
と
き
で
あ
る

か
ら
事
後
直
ち
に
申
請
し
承

認
を
得
る
こ
と
。
 

以
上
申
し
上
げ
ま
し
た
が
不
明

の
点
は
市
役
肋
保
険
課
に
お
問

台
せ
下
さ
 
．
 

議
員
と
記
者
団
の
 

親
 
善
 
野
 
球
 

（
騒
長
の
始
球
式
 

一
 

十
月
十
五
日
か
ら
秋
の
火
災
予

一

防
運
動
を
実
施
中
で
あ
り
ま
す

ー
 

が
、
こ
の
運
動
は
市
民
の
協
力

が
絶
対
必
要
で
あ
り
ま
す
か
ら

何
分
よ
ら
し
く
協
九
下
さ
い
い

み
な
さ
ま
の
家
庭
に
は
万
一
の

備
え
に
各
積
消
火
器
を
お
持
ち

の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
次
に

使
用
上
り
注
意
事
項
と
効
力
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
 

注
意

事

項
 

酸
ァ
ル
カ
リ
消
化
器
に
同
擦
 

●
 

．
 
‘
 
．
 
●
 
●
 
●
 
．
 

三
、
四
塩
化
炭
素
消
火
器
 

適
応
火
災
は
油
火
災
及
び
電

気
火
災
。
 

注

意

事

項
 

①
ェ
ー
ァ
圧
力
に
て
放
出
さ
れ
 

る
の
で
常
時
ェ
ー
ァ
を
充
順
 

の
こ
と
。
 

③
左
記
の
場
合
は
有
毒
ガ
ス
が
 

一
、
申
絡
書
け
昭
和
三
十
四
年

十
二
月
】
H
現
在
の
状
況
を

記
へ
し
て
下
さ
い
。
 

ニ
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
五
 

疑
探
響
譲
惨
員会
一
 

耕
作
面
積
は
世
帯
で
実
際

耕
作
し
て
い
る
曇
地
の
合
計

を
記
人
し
て
下
さ
い
。
 

面
積
は
町
、
反
、
畝
、
歩

で
示
し
、
合
以
下
は
切
り
上

げ
て
下
さ
い
。
 

年
令
は
昭
和
＋
五
年
三
月

六
日
以
前
に
生
れ
た
人

（
昭

和
十
五
年
三
月
五
日
に
て
満

二
十
才
に
達
し
た
人
）
 

ーハ
、内
縁
の
妻
、

‘借
用
人
借
子

導
は
親
族
関
係
の
な
い
以
上

選
挙
権
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら

記
載
を
要
し
ま
せ
ん
。
 

七
、
適
法
な
概
限
に
基
い
て
一
 

続
々

集

ま

る
 

、
この
度
の
合
風
十
五
号
に
対
す

る
救
援
物
資
は
市
民
の
皆
機
の
 

姻
幾

『
武
読

競
麟
‘
 

ぶ
ほ
ど
集
ま
り
ま
し
た
。
 

ど
う
も
有
雌
5
ご
ざ
い
ま
し
 

。
尚
、
援
助
者
は
次
の
と
お
り
 

で
す
。
 

‘・

現
金
の
部
 
（
敬称
略
）
 

五
中
一
年
G
 

四
五
o
 

鰐
田
商
店
 
五
、

。
O
o
 

五
中
一
年
A
 
一
、二
八
七

ロ
ー
タ
リ

ー
ク
ラ
プ
 

一
O、0〇
o
 

離

夢
 

」
に8
8叩
 

柳
町
第
二
 

】
、四
O
O
 

旭
町
 

一
O
〇

・
 

軸
鯛
醸
街
一
、
相
寵
 

原
又
】
ニ
郎
 

一
、（J
(
J
。
 

“
蛇四
彦
造
 
ー
パ

u
O
o
 

山
口
喜
代
三
 

五
O
()
 

春
藤
正
志
 
五

〇
〇
 

の
す
い
九
対
四
で
鵬
員
団
が
お
「
井踏
員
、
三
塁
に
は
櫛
引
議
員
 

L
く
も
敗
れ
た
。
 

一外
野
は
左
翼
に
名
手
？
和
田
駿

当
日
の
議
員
団
メ
ン
パ

ー
は
員
，
中
堅
は
寺
田
鵬
員
の
面
☆

捕
手
に
原
田
議
員
、
 一
塁
は
べ
で
あ
る
。
 

テ
ラ
ン
秋
元
階
員
、
二
塁
は
笠
 

.
 
.
 
．
 
●
 
●
 
．
 .
 

五
，
炭
酸
ガ
ス
消
化
器
 

適
応
火
災
は
油
火
災
及
電
気
 

火
災
。
 

注
意

事
項
 

（
イ
）
 時
々
秤
量
し
消
火
剤
が
 

三
O
％
以
上
減
じ
れ
場
合
充
 

順
の
こ
と
。
 

（
ロ
）
 
直射
，
日
光
及
び
高
温

場
所
に
置
か
ぬ
こ
と
。
 

山
内
市
長
入
院
 

山
内
市
長
は
最
近
と
き
ど
き
腹

病
を
お
こ
し
休
養
す
る
こ
と
が

多
く
な
つ
た
の
で
精
密
検
査
を

す
る
だ
め
二
十
三
日
西
北
中
央

病
院
に
人
院
し
た
。
 

入
院
期
間
は
一
週
間
の
予
定

で
あ
る
が
静
養
の
た
め
面
会
謝

絶
し
て
い
る
。
 

五
所
川
原
投
票
区
は
現
在
第
一

投
票
区

（
投
票
所
、
公
民
舘
）
 

第
ニ
投
票
区
（投
票
所
、
五
高
）
 

と
な
つ
て
お
り
ま
す
が
、
年
々

膨
張
す
る
有
撤
者
の
た
め
第
一

ニ
共
に
各
五
〇
O
O
名
を
オ

ー
 

．ハ
ー
し
た
の
で
今
回
自
治
庁
よ

り
昭
和
三
十
四
年
度
基
本
選
挙

人
名
簿
調
製
を
契
機
に
増
設
方

申
出
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
今
後

の
選
挙
か
ら
は
左
の
と
お
り
に
 

な
り
ま
す
か
ら
間
違
い
の
な
い
 

よ
う
ご
投
票
の
程
お
願
い
し
ま

す
。
 

第
一
投
票
区
〔
公
民舘
〕
 

鎌
谷
町
、
東
町
、
布
屋
町
、
 

寺
町
、
岩
木
町
、
本
町
、
大

町
、
旭
町
、
弥
生
町
、
田
園

調
布
、
川
端
町
 

第
一
一投
票
区

（
夫
 高
）
 

注
意
事
項
 
（
前記
同
様
）
 

‘

』
“
、‘
 

I
L
k
し
 

昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
自
現
在
 

す
で
に
老
齢
と
な
つ
て
い
る
人
、
 

廃
疾
の
状
態
に
あ
る
人
、
あ
る
い

は
母
子
の
状
態
に
あ
る
人
た
ち
に

対
レ
て
は
保
険
料
を
納
め
な
く
て

も
国
民
年
金

（
福
祉
年
金
）
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
 

。

支
給

の
 
要
件
 

（
こ
 
老
齢
福
祉
年
金
 

昭
和
三
十
四
年
十
】
月
】
日
現
在
七
十
才
 

を
こ
え
る
者
 

年
金
額
u
一
万
ニ
千
円
 

（
一
こ
 障
害
福
祉
年
金
 

昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
日
現
在
二
十
才
 

以
上
の
者
で
法
で
定
め
た
一
級
程
度
の
身
 

体
障
害
者
 

年
金
額
n
一
万
八
千
円
 

藍

綬
褒

章
を

受
け
る
 

五
所
川
原
市
臓
会
艦
長
仙
鵬
栄
 
伝
逮
式
は
十

一
月
四
日
総
理

八
氏
は
地
方
自
治
功
労
者
と
し
大
臣
官
邸
で
行
わ
れ
る
が
、
仙

て
藍
緩
褒
章
を
授
与
さ
れ
る
こ
庭
氏
は
夫
妻
揃
つ
て
こ
の
栄
典
 

と
に
な
つ
た
。
 

に
山
席
す
る
。
 

和 34年I0月 25”日 	五 所 川 原 市 広 報 	 G部2円） 第5 6-- 所
 
し

て
山
叫
者
 

年
 
ほ

”
に
も
市
税
の
准
眼
戚
峨
の
 

が
加
算
さ
れ
ま
す
、
 

"""'llmnl II I!ー ' IIII.,I uIII..I!iI......IL.,,.IIuI..UtIa...UII,.,III;・..,uI In.. U1~.tuI.....mn.,,,.; i 国民年金のお知らせ＝ 
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餌
 

旧
認

月
物
 

9
便郵

 

“
《
 
一
 

一
『第
 

該

当
者
は
 
お
 

申
幽
下
 

晦難
蘇
喪
鷲
鷲
鶴
譲
騒
疑
雛
然
r
 

出
し
て
下
さ
い
．
 

由
）
に
は
支
給
さ
れ
ま
す
か
ら
 

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

。
福
祉
年
金
の
支
払
期
 

①
保
険
者

〔
市
）は
療
養
の
給
 

毎
年
一
月
、
五
月
、
九
月
の
三
 
付

〔
半額
〕
を
行
う
こ
と
が

期
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
 
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

分
を
支
払
い
た
し
ま
す
。
但
し
①
被
保
険
者

（
患
者）
が
緊
急

本
年
に
限
り
十
一
月
、
十
二
月
 
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

一
月
、
二
月
の
四
ケ
月
分
を
ま
 
に
よ
り
療
養
取
扱
機
関
以
外

と
め
て
来
年
三
月
に
住
所
地
の
 
の
病
院
，
医
院
、
診
療
所
等
 

 
 
郵

便
局
か
ら
立
払
ら
わ
れ
る
こ
 
に
つ
い
て
治
療
を
受
け
た
と
 

と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
 

き
。
 

?

！

ー
 

 

可
誓
加
鱈餓
毅
鶏
緊
離
獣
難
齢
踊
 

で
市
税
を
徴
収
し
て
来
ま
し
た
其
の
準
用
団
体
と
し
て
自
治
庁

が
、
な
ん
ど
い
つ
て
も
自
主
的
に
認
め
て
も
ら
つ
た
わ
け
で
、
 

に
納
税
し
、
お
互
え
笑
つ
て
市
現
在
の
五
所
川
原
市
は
向
う
十
 

徴
税

に
つ
い
て
の
心
構
え
 

税
務
課
長
補
佐

工
 
藤
 
直
 

第
で
あ
り
ま
ナ
●
 
率
を

過
年
度
分
と
現
年
庭
分
と
 

の
財
政
の
た
め
市
税
を
納
め
て
ケ
年
間
自
治
庁
の
監
督
下
に
あ
 

も
ら
い
，
協
力
t
て
頂
き
た
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

と
常
日
頃
努
力
し
て
参
つ
た
次
 
そ
こ
で
自
治
庁
で
は
、
徴
税
 

約
ニ
億
田
化
上
る
赤
字
財
政
一
合
せ
て
八
四％
を
見
て
唐
る
わ

は
そ
う
簡
単
に
建
て
直
せ
る
も
ー
け
で市
で
は
是
が
非
で
も
こ
の

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
，
壷
徴
税
帯
を
あ
げ
な
け
れ
ぱ
な
ら
 

万
円
を
超
え
る
と
き
ゃ
、
配
，

ー
 

国

保
療
養

費
の
 

支
 
給
 に
 
つ
 い
 
て
 

な
い
の
で
あ
り
ま
す
．
 

ら
市
税
完
納
推
進
本
部
を
設
置

去
る
七
月
一
日
か
ら
実
施
し
し
、
皆
さ
ん
に
市
税
完
納
運
助

て
い
る
延
滞
金
、
延
滞
加
算
金
に
極
力
協
力
し
て
頂
き
対
岸
の

の
徴
収
も
県
下
六
市
の
内
本
市
火
で
は
な
く
、
既
に
自
分
の
足

だ
け
徴
収
し
て
い
な
か
つ
た
も
も

と
で
火
が
燃
え
て
い
る
と
云
 

加難
器
認
詰
戦
誌
駿
験
騒
弊
数
か
 

で
徴
収
し
な
か
つ
た
か
』
と
お
の
安
き
を
図
る
た
め
、
市
税
究

し
い
り
を
歳
つ
て
敦
反
レ
て
戸
納
に
一
肝
ご
努
力
せ
ら
わ
ん
こ
 

る
わ
け
で
お
り
ま
す
・
 

と
を
お
願
い
徴
し
ま
す
。
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色
北
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併
加
知
加い
程
か
御
和
糾
い
知
誌
錬

r
券
次

晦
劫
機
 

げ
て
居
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
市
も
、
何
等
そ
の
意
志
の
な
い
納

民
の
皆
機
ま
た
納
税
貯
審
組
合
税
者
に
対
し
て
は
、
国
税
徴
収

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
の
賜
も
の
法
に
よ
つ
て
滞
納
処
分
を
せ
ね

と
深
く
感
謝
し
て
い
る
次
第
で
ぱ
な
ら
な
く
な
り
ま
す
か
ら
『
 

あ
り
ま
す
。
 

こ
の
点
は
持
に
ご
留
獣
下
さ
石

税
務
課
で
は
十
月
十
五
日
か
ょ
う
お
騒
い
し
ま
す
。
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わ
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泡
消
火
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外
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山
る
か
、
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を
開
く
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ハ
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晋
蛤

r
 か
 
ら
 
鰍
 

潟
 
町
 
」

（
泡
 

か
瓦
心
知
 

戸
外
に山
る
か
、
窓
を
開
く
 
欠
 

り
 
雪
誓

い

・
つ
 
敷
 
島
 

町
 

次

の
選
挙
か

ら
 

纏
騒
楚
般木
造
建
築
四
」が

一
知化メ
タ
”
 
紀
か
「
愛
割
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鷺
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増
設
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合
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果
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珍
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幽
 
注

意
事
項
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裳

委

乳
会
 
務
選

m略
護

儒
舞

現
物
の
部
 

①難

一
驚
糾
い

合及
び
湿
慶の
農慧
鯵

驚
灘
難
篇

）二
賢
 

一
（
麟
灘
総
爵
難
鍵
麟
」
難麟
議
議
轟
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呆
且
す
る
二
と
o
 

「
め
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」
状
態
と
な
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‘
ニ
ー
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ー
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I
 
馴
 
一

』
訟
一
 

前
記
同
様
で
能
力
は
約
三
倍
 

佃
潮

調
儒
 
衣
料
 
「
凍
 

の
で
消
火
作
業
終
了
し
た
ら
 

川
 
端
 
町
 
五
包
 

通
浸
な
槽
防
に
理
し
て
一
 
柏
原
町
 

一
、O
o
o
 

反
歩
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
 
聖
心
幼
稚
園
 

一
O
。
 

下
平
井
町
、
中
平
井
町
、
上
 
大
 
町
 

」ハ
包
 

柏
 
原
 
町
 

ニ
ニ
包
 

平
井
町
、
平
井
町
、
柏
原
町
註
 
衣
料
等
は
あ
る
程
度
ま
と
 

小
讐
響
“
町
新
宮
町？
篇
議
離

町
内
 

第
三
投
票
区
（
五
小
第
三
校舎
〕
 
学
校
は
別
個
に
ま
と
め
ま
し
 

栄
町
、田
町
、
元
町
、
平
和
秒

六
日
迄の
分
は日
赤
県
 

町
、
成
田
町
、
新
町
、
柳
町
 
支
部
あ
て
送
付
し
ま
し
た
。
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四
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光
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パ
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ま
る
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尉

十
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の
 

＼×首
 

福
祉

年
金

1
1
月
か

‘
り始
ま
る
 

該
当

者
 
は
 
お
 
申
出

下
 
さ
 
い
 

昭
和
三
十
四
年
十
一
刀
一
日
現
在

す
で
に
老
齢
と
な
つ
て

い
る
人
、
 

廃
疾
の
状
態
に
あ
る
人
、
あ
る
い
 

『
は
母
子
の
状
態
に
あ
る
人
た
ち
に
 

対
し
て
は
保
険
料
を
納
め
な
く
て

も
国
民
年
金

（
福
祉
年
金
）
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
 

O

支
給

の
 
婁
件
 

（
一
）
 老
齢
福
祉
年
金
 

昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
日
現
在
七
十
才
 

を
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喝
者

・
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『
一ー
  

一
従
来凝
墜
費
の
受
裕
批
驚

偏
③
被
保
険

者

〔
患者
〕
が
被
伴
 

年
金
額
り
一
万
二
千
E
 

一院
、
診
療
所
及
び
脇
定
医
羽
列
 

（
ニ
）
 
障
害
福
祉
年金
 
一

の
病
院
、
医
院
、
診
療
所
等
で

昭
和
三
十
四
年
十
一
月

一
日
現
在
二
十
才
治
療
し
た
患
者
の
場
合
申
請
讐

以
上
の
者
で
法
で
定
め
た
一
級
程
度
の
身

明
細
耕
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
わ

体
障
害
者
 

け
で
あ
る
が
、
新
法
施
行
以
降
 

年
金
額
一
一
万
入
千
円
 

（
一
月
一
日
）
は
療養
費
の
支
 

ま
言
，
田
出
戸
窮
ク
主
月
 
垂
在
長
カ
f

ーメ
当
F
．才
才
z
こ
 
に
r一し
て
差
霧
る
受
り
大
と
 
後
直
ち
に
申
請
承
認
を
得
る
 

駿
ア
ル
カ
リ
消
化
器
に
同
陳
 

‘
 
・
 
．
ー
 J
 

民
巣
の
勝
本
！
そ
の
他
届
轡

と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
 

き
。
 

こ
と
。
 
ー
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長
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、
勢
拠
柔

浄
伽
か

（
三
）
 昭
和
三
十
四
年
十
一
月
証
明
轡
を
添
え
て
住
所
地
の
市
給
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。
 
れ
る
と
き
と
な
つ
て
い
る
が

一
旧
現
在
夫
に
死
別
し
た
二
町
村
長
を
経
山
し
県
知
事
へ
提
し

か
し
次
の
よ
う
な
場
合

（
事
 
右
の
場
合
で
も
理
由
を
記
し
 

十
才
以
上
の
妻
で
義
務
教
育
田
し
て
下
さ
い
o
 

由
）
に
は
支
給
さ
れ
ま
す
か
ら
 
た
申
請
番

（
保
険
課
添
付
）
 

終
了
前
の
子
の
生
計
を
維
持
 

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

で
申
請
し
、
保
険
者
（
市長
）
 

し
て
い
る
者
 

O
福
祉
年
金
の
支
払
期
 

D
呆
負
野

、
有
J
ま
喫
竜
つ
合
 
の
承
認
を
得
た
も
の
で
な
い
 

舞

着
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」転
讐

響
努
甑
認
昨
黙
繕
い
編
麗
鉢
 
織
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勢
麗
彫
破
 

川」（
繊
舞
円灘
難
舞
難
③灘
麟
難
灘
寒
騒
髪
続
な
 

罵
蘇
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「本
麗
騒
鐙
細
雛麗
ゆ
甥
唯羅
麺
購
畔
扇
灘
鰯
響

《
 

民
券
に
勝
オ
 
そ
e
化
后
穏
と
に
な
て
て
お
り
ま
す
c
 

寿
、
。
 

こ
と
。
 

れ
な
く
な
つ
で
、
初
め
て
赤
字
 

、
 る
と
き
。
 

ノ

・
 

の
扶
養
義
務
者
が
前
年
の
所
得

に
つ
い
て
二
万
三
千
六
百
円

以
士
の
所
得
税
を
納
め
て
い

る
と
き
．
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の
 

お
 

③
福
祉
年
金
の
支
給
制
限
 
福
祉
年
金
の
裁
定
請
求
書
は
目
 

昨響
難
総
糖
鉱
燕
難

難
議
」
 

鵬
穀
綴
響

総
響

張
精
盤
競
誘
諮
 

③「
）難
難

”
議
耗
譲
所
民
生
課
に

お
問合
 

国

保

療
養

費

の
 

支
 
給
 に
 
つ
 い
 
て
 

険
者
証

（
受
診
証
）
を提
中

し
な
い
で
療
養
取
扱
機
関
に

て
治
療
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
．
そ
の
被
保
険
者
証
の

提
出
し
な
か
つ
た
こ
と
か
緊

急
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
と
な
つ
て
い
る
が

右
の
場
合
で
も
理
由
を
記
し

た
申
請
番

（
保
険
課
添
付
）
 

で
申
請
し
、
保
険
者
（
市長
）
 

の
承
認
を
得
た
も
の
で
な
い

と
支
給
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
申
請
承
認
を
何
時
願
出
る

の
か
、
こ
れ
か
ら
く
わ
し
く

記
し
ま
す
か
ら
知
つ
て
い
て

下
さ
い
。
 

Q

努
難
ー
難
鷲
熟
一
火

災
季

に
備
え

て
 

琴
”
鯛
駐
畏
話
一
 

消
火
器
の
手
入
れ

を
 

等
で
不
時
の
径
我
又
は
、
疾
 

病
に
か
か
つ
た
と
き
で
あ
る
ナ
月
十
五
日
か
ら
秋
の
火
災
予

か
ら
事
後
直
ち
に
申
請
し
承

坊
運
動
を
実
施
中
で
あ
り
ま
す
】
 

認
を
得
る
こ
と
。
 

が
、
こ
の
運
動
は
市
民
の
協
力

以
上
申
し
上
げ
ま
し
た
が
不
明
が
絶
対
必
要
で
あ
り
ま
す
か
ち

の
点
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役
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保
険
課
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何
分
よ
・う
し
く
協
力
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台
せ
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能
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所
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第
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投
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区
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票
所
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民
舘
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ま
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す
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〇
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の
で
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回
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治
庁
よ
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昭
和
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四
年
度
基
本
選
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契
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ま
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た
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